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鈴木雅斗議員に対する懲罰動議  

 

次の理由により、鈴木雅斗議員に対し懲罰を科されたいので、地方自治法

第１３５条第２項及び会議規則第１５９条第１項の規定により動議を提出致し

ます。  

記  

（理由）  

１．去る９月１０日（木）の一般質問に際して、「職務上の守秘義務」を

理由として答弁を差し控えた福祉部長に対して不穏当な言動を執った

こと  

 



２．同質問に際して、個人が特定される方法にて「明らかな公選法違反で

ある」などと不穏当な発言をしたこと  

３．上記の言動に代表される鈴木雅斗議員の言動は議会の「品位の尊重」

を求める市川市議会会議規則第１５０条に照らして問題があると認め

られること  

 


